
 

 

特別市の実現に向けた機運醸成の取組について【情報提供】 

 

１ 趣旨 

  横浜市にふさわしい大都市制度「特別市」の早期法制化の実現に向けて機運を醸成

していくための取組にご協力いただきありがとうございます。現在の取組状況と今後

の取組について、ご説明させていただきます。 

 

２ お願いしたいこと 

【区連長】 ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で単位会長の皆様に情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

お誘いあわせの上ご参加ください。「特別市」に興味のある方、よく知り

たいという方のご参加をお待ちしています。 

 

３ 特別市に関する地域説明会 

区連会の皆様にご協力いただき、各区で順次開催している特別市に関する地域説明

会は、これまでに 16 区で開催し、２月に都筑区と緑区で開催する予定です。 

 

＜開催状況＞                   令和５年 12 月末時点 

 開催日 開催区   開催日 開催区 

１ ７月 19 日 瀬谷区  ９ 11 月６日 保土ケ谷区 

２ ８月 23 日 旭 区  10 11 月 13 日 西 区 

３ ８月 29 日 中 区  11 11 月 18 日 泉 区 

４ ９月 15 日 戸塚区  12 11 月 29 日 栄 区 

５ ９月 20 日 鶴見区  13 12 月４日 港北区 

６ ９月 23 日 青葉区  14 12 月５日 港南区 

７ 10 月３日 南 区  15 12 月 14 日 金沢区 

８ 11 月１日 磯子区  16 12 月 19 日 神奈川区 

 

＜内  容＞ ○「横浜市が目指す特別市とは」(説明者：山中 竹春 横浜市長) 

        ○ 意見交換・その他 

  

市連会１月定例会説明資料 

令 和 ６ 年 １ 月 １ ２ 日 

政策局大都市制度推進本部室 



 

４ 国に対する働きかけの状況 

 (1) 横浜市の取組 

   国の令和６年度予算編成が終盤を迎えつつある時機をとらえ、国の予算の確保等

を図るため、「国の制度及び予算に関する提案・要望書」を取りまとめました。 

   令和５年 11 月 22 日に山中市長が総務省に出向き、「特別市の早期法制化の実現」

について、馬場 総務副大臣に対して直接要望しました。 

 

 

 

 (2) 指定都市市長会の取組 

   令和５年 11 月 21 日に指定都市市長会を代表して久元神戸市長（会長）、福田川

崎市長（プロジェクトリーダー）が総務省に出向き、「多様な大都市制度の早期実現」

について、馬場 総務副大臣に対して直接要望しました。 

 

 

  

（左から）山中横浜市長、馬場総務副大臣 

（左から）久元神戸市長、馬場総務副大臣、福田川崎市長 



 

５ シンポジウムの開催について 

  「特別市」の必要性や、「特別市」の実現による効果などについて、分かりやすくお

知らせするため、広く市民の皆様を対象にシンポジウムを開催します。 

 

 (1) 開催概要 

   日時：令和６年３月９日（土）14 時 00 分～16 時 00 分（開場 13 時 30 分） 

   会場：慶應義塾大学 日吉キャンパス内 協生館２階 藤原洋記念ホール 

   定員：300 人（参加費無料）※申込者多数の場合は抽選 

 

 (2) 内容 

第１部 基調講演 辻  琢也 さん（一橋大学教授） 

第２部 座談会 

山中 竹春     （横浜市長） 

五大 路子 さん（俳優） 

辻  琢也 さん（一橋大学教授） 

 

 (3) 申込方法 

   ３月７日（木）までにウェブページからお申し込みいただく形で参加者を募集い

たします。（ファクス（663-6561）でも申込み可） 

 

 

 

 

(4) その他 

   １月の各区の区連会において、シンポジウムの開催についてご案内させていただ

きます。区連会の説明では、申込方法の詳細を含めてご案内いたします。 

   また、配送ルート（１月）により、各単位町内会長宛てに案内を送付させていた

だきます。 

 

【シンポジウム担当】 

 政策局制度企画課 橋本・鈴木 

  〒231-0005 横浜市中区本町６-50-10 

  TEL:045-671-2952  FAX：045-663-6561 

  E メール：ss-seidokikaku@city.yokohama.jp 

お申し込みはこちら ▶▶ 
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都市のかたち
「特別市」

横浜市

五大 路子 さん

辻 琢也 さん

山中 竹春
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辻 琢也 さん（一橋大学教授）
第1部　基調講演
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電話 045-671-2952
FAX 045-663-6561横浜市政策局制度企画課お問い合わせ先



アクセス

お申し込み方法

登壇者プロフィール

FAX申込用記入欄

 ～横浜の未来を創る「特別市」シンポジウム～ 

申込み用フォーム▶▶

氏　　名

フ リ ガ ナ

年　　代

電話番号

居 住 地

アンケート

ご希望の方のみ

性　別 男性 女性 無回答

19歳以下 20代 30代 80代以上50代 60代 70代

1.横浜市内（　　　　　 　　  区）　

メールアドレス

神奈川県内 神奈川県外

はい いいえ

車いす席 手話通訳 筆記通訳

40代

特別市について、知っていますか？1

特別市について、質問があれば自由にご記載ください。2

五大 路子 さん
俳優

横浜市出身。桐朋学園に学び、早稲
田小劇場から新国劇へ。NHK朝ド
ラ「いちばん星」でデビュー。1996
年から「横浜ローザ」を演じ、2015
年にNYで上演。1999年「横浜夢
座」を旗揚げし、神奈川・横浜から
演劇を発信し続けている。映画
「DEATH NOTE」「ヨコハマメ
リー」に出演。著書「－Rosa－横浜
ローザ、２５年目の手紙」。横浜文化
賞、神奈川文化賞、地域文化功労
者表彰などを受賞。

辻 琢也 さん
一橋大学大学院法学研究科教授

東京大学大学院博士（学術）
専門分野：行政学・地方自治論
主な役職：内閣府「税制調査会」委
員、総務省「国地方係争処理委員
会」委員長代理、横浜市大都市自
治研究会座長、第30次・第31次地
方制度調査会委員、指定都市市長
会「多様な大都市制度実現プロ
ジェクト」アドバイザー

山中 竹春
横浜市長

早稲田大学政治経済学部および同
大学理工学部卒業。博士（理学）。市
長就任までにアメリカ国立衛生研
究所（NIH/NIEHS）研究員、国立
がん研究センター部長、横浜市立
大学特命副学長、医学部教授など
を歴任。データを活用した自治体経
営を進め、「子育てしたいまち」の実
現を目指す。世界気候エネルギー
首長誓約（GCoM）理事、経済協力
開発機構（OECD）チャンピオン・メ
イヤーなどに就任。

東
急
東
横
線
・目
黒
線

·

新
横
浜
線

綱
島
街
道

日吉図書館
日吉駅

至  渋谷

至  横浜

高等学校

日吉キャンパス

記念館

協生館

横浜市営地下鉄
グリーンライン

矢上キャンパス

「特別市」の法制化の実現に向けて

申 込 締 切 3月7日（木）

●公共交通機関をご利用の上、お越しください。
●駐輪場はございませんので二輪車でお越しの際は、市営駐輪場等外部駐輪場をご利用ください。
●シンポジウムに関しまして、会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

WEBから1

045-663-6561
FAXから2

※申込者多数により参加不可の場合は3月8日(金)までに連絡します。

下の「FAX申込用記入欄」に記入のうえご送信ください。

※参加証はございません。
※申込にあたっていただいた情報は、シンポジウム申込者としての把握のためであり、目的外には使用いたしません。

慶應義塾大学
日吉キャンパス内 協生館2階
藤原洋記念ホール（港北区日吉4-1-1）
東急東横線・目黒線・新横浜線、
横浜市営地下鉄グリーンライン日吉駅徒歩1分



電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（７万円）について【情報提供】 

 

１ 事業の趣旨 

  エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい  
住民税非課税世帯に給付金を支給します。 

(1) 対 象 世 帯 
令和５年 12月１日時点で横浜市に住民登録があり、 
世帯全員の令和５年度住民税均等割が非課税となる世帯 

(2) 支 給 額 １世帯あたり ７万円（１回限り） 

(3) 申請受付期間 令和６年 ２月１日から令和６年５月１日まで（必着） 

 

２ 申請手続 

申請手続は、対象世帯の状況により異なります。 
対象世帯の詳細については、別添チラシをご参照ください。 

令
和
５
年
度 

住
民
税
非
課
税
世
帯 

申請手続 対象世帯の状況 該当する主な世帯 

不要 
「支給のお知らせ」が届く

世帯 

前回、横浜市の給付金（３万円）を口座  
振込で受給している世帯 

必要 

「確認書」が届く世帯 
前回、横浜市の給付金（３万円）の対象  
であったが未受給の世帯 

「申請書」の提出が必要な

世帯 

「支給のお知らせ」や「確認書」の対象と 
ならない世帯 

 

３ 本給付金に関するお問合せ 

(1) 横浜市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター 

電話：0120-045-320 FAX：0120-303-464（耳の不自由な方のお問合せ用） 
【９時～19時。土日祝を除く。2月 3日～12日は、土日祝日も実施。】 

英語・中国語・ポルトガル語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・スペイン語・タガログ語

に対応。 

(2) 申請サポート窓口 

申請書類の配布や記入支援、制度に関するお問い合わせ対応を行う窓口を    
２月１日(木)から各区役所内に開設します。 

【９時から 17時まで。土日祝を除く。】  

【７万円給付金】横浜市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/R5-7man-kyufu/20231130kyufu7annai.html 
 

４ お願いしたいこと 

【区連長】ご承知おきください。 
【地区連長】地区連合定例会等で単位会長の皆様に情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

地域の方からご相談がありましたら、コールセンターや各区の申請サポート 
窓口をご案内ください。 

 
 
 
 

健康福祉局総務課臨時特別給付金担当 

担当 針替、不破野 

電話 045-671-4754 /FAX 045-664-4739 

 

区連会１月定例会説明資料 

令 和 ６ 年 １ 月 2 2 日 

健 康 福 祉 局 総 務 課 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/R5-7man-kyufu/20231130kyufu7annai.html


横浜市
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
（7万円）のご案内

令和5年12月1日時点で横浜市に住民登録があり
世帯全員の令和5年度※住民税均等割が非課税の世帯

「申請書」の提出が必要な世帯
「確認書」が届く世帯

※令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入が対象

支給対象と申請の手続き支給対象と申請の手続き

横浜市_補正予算_非課税世帯給付金（7万円）_制度概要チラシ（日本語）2023 A4両面_ブルー　オモテBL
10270

給付金の支給額 7万円（１世帯あたり）

支給対象となる世帯 非課税世帯

横浜市 緊急支援 給付金 検索
特設ページ

・同居・別居を問わず、親（課税者）に扶養されている一人暮らしの学生
・同居・別居を問わず、子ども（課税者）に扶養されている方の世帯
・別住所にて単身赴任している夫（課税者）に扶養されている妻と子のみの世帯

対象外
世帯の例

手続きが
必要な世帯

手続きが
不要な世帯 「支給のお知らせ」が届く世帯

詳しくは裏面へ詳しくは裏面へ

「申請書」「確認書」の申請期限 令和6年5月1日（水）（必着）

住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯は支給対象外です。



給付金の申請手続き給付金の申請手続き

「確認書」が届く主な世帯

「申請書」の提出が必要な主な世帯

「支給のお知らせ」が届く主な世帯

記載内容に変更がない場合、手続きは不要です。
支給のお知らせに記載の口座に給付金を振込みます。

お問合せ
横浜市
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
コールセンター

0120ｰ045ｰ320
受付時間：9：00～19：00 ※土日祝を除く

FAX番号：0120-303-464
（耳の不自由な方のお問合せ用FAXです）

※受付日時は変更することがあります。

必要事項を記入し、添付書類と一緒に、
専用の返信用封筒で返信してください。

●令和5年度に緊急支援給付金（3万円）の受給対象者で、横浜市から受給しなかった世帯
　かつ世帯全員が令和5年1月1日以前から横浜市に住民登録がある世帯
●令和5年度に緊急支援給付金（3万円）を金融機関の口座以外で横浜市から受給した世帯

●令和5年度に緊急支援給付金（3万円）を金融機関の口座で横浜市から受給した世帯

※上記は主な世帯を記載していますので、詳細はウェブページをご確認ください。

●令和５年度非課税相当であっても、市民税・県民税の申告を行っていない方がいる世帯
●税申告の修正手続きにより令和5年度住民税均等割が非課税になった世帯
●世帯の中に令和５年１月２日から12月1日までに市外から転入した方がいる世帯
●令和５年12月1日までに扶養者と離婚、または死別などにより、被扶養者だけが残った世帯

横浜市ウェブサイトからダウンロード、または区役所で
申請書を受け取り、必要書類と一緒に郵送で提出してください。

手続きが必要な世帯

手続きが不要な世帯

横浜市_補正予算_非課税世帯給付金（7万円）_制度概要チラシ（日本語）2023 A4両面_ブルー　ウラBL
10270

申請サポート窓口(各区役所)
各区役所に、申請手続きをサポートする窓口を
設置しております。
受付期間：2/1（木）～5/1（水）
月～金曜日：９:00～17:00
※12:00～13:00（基本）を除く。



ヨコハマ プラ 5
ご

.3
み

計画の策定について【情報提供】 

 
１ 趣旨 

  日頃より、ごみの分別をはじめ、３Ｒの取組にご協力をいただきありがとうございます。 

昨年の 10月から 11月に実施しました計画素案に対するパブリックコメント等を踏まえ、

新たなごみ処理計画「ヨコハマ プラ 5.3（ごみ）計画」を策定しました。 

本計画のもと、プラスチックごみの削減を重点的に進めるとともに、３Ｒや安定的なごみ

処理に取り組んでまいりますので、ご協力をお願いいたします。 
 

２ お願いしたいこと 

【区連長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で単位会長の皆様に情報提供をお願いします。 

【単位会長】脱炭素社会の実現やＳＤＧｓの達成に向けて、プラスチック対策や食品ロスの

削減をはじめとした資源循環の取組の推進に、引き続き、ご協力をお願いいた

します。 

 

３ 計画の概要 

(1) 計画期間 

2023(令和５)～2030（令和 12）年度 

(2) 目標 

燃やすごみに含まれるプラスチックごみの量を２万トン削減 

(3) 計画名称に込めたメッセージ 

目標達成には、市民１人あたり年間 5.3kgのプラスチックごみを削減

する必要があります。「5.3」は「ごみ」と読むことができ、市民・事業

者・行政がプラスチックごみ削減に向けて協働し、将来世代に良好な環

境を引き継いでいくというメッセージを込め、「ヨコハマ プラ 5.3計

画」としました。 
 
４ その他 

広報よこはま２月号（市版）への記事掲載など、今後市民の皆様への広報・ 

周知を行ってまいります。 

計画冊子・概要リーフレットのデータについては、市ウェブページに掲載 

しております（右の二次元コードよりアクセス）。また、計画の概要リーフ 

レットについては、２月下旬より配布を予定しております。 

 
 
 

市連会 1 月定例会説明資料 
令 和 6 年 1 月 1 2 日 
資 源 循 環 局 政 策 調 整 課 

資源循環局政策調整課 
担当 今井、木村（貴） 
電話045-671-2503 /FAX 045-550-4239 
メール sj-seisaku@city.yokohama.jp 

計画のロゴマーク 

計画の冊子・リーフレットデータは
こちら 



自治会町内会館脱炭素化推進事業について【概要説明】 

１ 事業の趣旨 

 脱炭素社会の実現に向け、地域の皆さまとともに温室効果ガスの削減に取り組んでいく

ため、地域活動の拠点である自治会町内会館への省エネ設備の導入費用補助制度を新設し

ます。

全ての補助メニューについて、補助率 2/3 で実施しますので、この機会に是非導入をご検

討ください。（２月市連会・区連会で詳細をお伝えします。）

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で単位会長の皆様に情報提供をお願いします。 

【単位会長】定例会等で情報提供の上、是非導入をご検討ください。 

３ 補助概要 

※いずれかの実施も可（ただし、蓄電池は太陽光発電設備との併用に限る）。

補助上限額は、合算上限額

４ 対象団体 

  自治会町内会館を所有する団体 

５ 申請期間 

  令和６年３月１日～令和６年９月 30日（予定） 

６ 留意事項 

  設備導入後、普及啓発の場として会館を使用させていただくことがあります。 

補助メニュー 補助率 補助上限額 製品要件等 

照明の LED化 ２／３ 60万円 

検討中 

（２月市連会・区連会で、 

改めてお知らせいたします） 

省エネエアコン導入 ２／３ 130 万円 

窓等の断熱化 

太陽光発電設備導入 

蓄電池導入    ※ 

２／３ 200 万円 

区連会１月定例会説明資料
令 和 ６ 年 １ 月 ２２ 日
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課

市民局地域支援部地域活動推進課 
担当 川口、江口 
電話 045-671-2317 /FAX 045-664-0734 
Eメール  sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp 



港北地振第 1542号  

令和６年１月 22 日 

 

 自治会町内会長 各位  

 

令和５年度港北区自治会町内会長感謝会の開催について（ご案内） 

 

 日ごろから地域社会の振興と住民福祉の向上につきまして、多大なご理解とご協力を賜り

厚くお礼申し上げます。 

 さて、日ごろから地域住民のリーダーとしてご尽力をいただいている自治会町内会長の皆

様に対し感謝の意を表するため、「令和５年度港北区自治会町内会長感謝会」を開催いたし

ます。 

ご多忙の中誠に恐縮ですが、何卒ご出席賜りますようよろしくお願いいたします。 

 なお、ご出欠のお返事につきましては、既に会長の皆様に送付いたしました返信用封筒に

て２月５日（月）までにご返信ください。 

 

１ 開催日時 

令和６年３月１日（金）午前 11時から午後１時まで 

受付：表彰対象者 午前 10時集合 

   一般参加者 午前 10時 30分から 

２ 会場 

ソシア 21（港北区岸根町 6-1  

電話：472-7777） 

※ 新横浜駅前ロータリーから送迎バスが 

10分おきに出ています。 

 

３ 内容 

・ 式典（自治会町内会長永年在職者表彰） 

 ・ 小宴 

 

 

 

 

担当：地域振興課地域活動係 小松、中尾  

電話：540-2234 ＦＡＸ：540-2245 

Mail：ko-jichikai@city.yokohama.jp 



港北総第 1809 号 

令和５年 12月 28日  

地区連合町内会

会 長 各 位

人権啓発責任者 

（ 副 区 長 ）  

令和５年度港北区人権啓発講演会の開催について（通知） 

 標記につきまして、次のとおり開催いたしますので、人権について意識を高める機会として御活用い

ただきますよう御案内いたします。 

１ 日時 

  令和６年３月４日（月）14時 00分から 15時 30分まで（13時 30分開場） 

２ 会場 

  港北公会堂 講堂（大豆戸町 26－１） 

３ 講師 

  星野 慎二氏（特定非営利活動法人 SHIP 代表） 

４ 講演内容（テーマ） 

  性の多様性を認め自分らしく生きられる社会づくり ～20人に 1人はいるかもしれない LGBTQ～ 

５ 参加費 

  無料 

６ 申込方法 

  受講希望者が直接、電子申請フォームからお申し込みください。 

（電子申請フォームＵＲＬ） 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/9b139e66-

cca8-4536-ba72-10affcadbdfc/start 

【申込期限】令和６年２月 26日（月） 

※ 電子申請フォームが利用できない方は、電子メールまたは FAXにてお申し込みください。

※ 手話通訳または一時保育をご希望の方は、その旨も併せてご記入ください。

なお、申込者多数により調整させていただく場合は、令和６年２月 29 日（木）までにご連絡し

ます。連絡がない場合は、申込者全員が参加できます。 

担当：港北区総務課庶務係

 今井、菅野  

TEL 540-2206  

FAX  540-2209  

ko-shomu@city.yokohama.jp 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/9b139e66-cca8-4536-ba72-10affcadbdfc/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/9b139e66-cca8-4536-ba72-10affcadbdfc/start


講師 星野 慎二 さん（特定非営利活動法人 SHIP 代表）

2002年12月 性的マイノリティの支援団体「横浜 Cruise ネットワーク(現在、特
定非営利活動法人 SHIP)」を設立。
2007年9月〜2012年3月 神奈川県との協働事業 により性的マイノリティの支援施
設「かながわレインボーセンター SHIP」を開設。
2012年5月 「SHIPにじいろキャビン」を開設。
2012年4月〜2013年3月 横須賀市人権施策推進会議委員に就任。
2015年1月 横浜弁護士会（現：神奈川県弁護士会） 人権賞 受賞。
2017年3月 神奈川県から、かながわレッドリボン賞を受賞。
2021年4月 藤沢市人権協議会委員に就任
2022年6月 神奈川県弁護士会市民会議委員に就任
2022年12月 神奈川県かながわ⼈権政策推進懇話会 委員に就任
2023年3月までに神奈川県教育委員会、県立学校、国立医療科学院、警察大学校、
消防大学校、横浜市立大学、東京医科大学などで1,023回の講演を行う。

性の多様性を認め
自分らしく生きられる社会づくり

～20人に1人はいるかもしれないLGBTQ～

令和５年度 港北区人権啓発講演会

2024.3.4（月）14：00～15：30
（開場13：30）

会場 港北公会堂（横浜市港北区大豆戸町２６−１）
入場
無料

（東急東横線・大倉山駅から徒歩７分）

申込方法（事前申込制・先着順）

＜申込ページ＞
右の二次元バーコードからアクセス
してください
＜メールまたはFAX＞
❶～❸の必要事項を記載しお送りください
❶名前 ❷連絡先 ❸その他連絡事項
（車いすでのご来庁、手話通訳・一時保育の利用希望等）

【メール】ko-shomu@city.yokohama.jp

【ＦＡＸ】045-540-2209

申込期限：令和６年２月２６日（月）
＜主催/お問合せ先＞

港北区役所 総務課庶務係
ＴＥＬ（045）540-2206

※定員（400名）に達した際は抽選とし、落選した方にのみ
お知らせをさせていただきます。

※一時保育を希望する場合は令和６年２月１日（木）までに
お申し込みください。



 

 災害時要援護者名簿の提供について 

 

 港北区では、日頃からの地域での支え合い等の取組によって、災害発生時に要援護者の安否

確認・避難支援などが迅速に行われるよう、協定を締結している自治会町内会へ名簿の提供を

行っています。 

今年度も要援護者宛に、自治会町内会に提供する名簿への掲載に関する同意確認を 12 月下

旬から１月上旬にかけて行いましたので、今後の名簿提供のスケジュール等をお知らせします。

また、訪問時に活用する啓発物品について、名簿掲載者全員分を提供します。新規名簿掲載者

分のみ希望する又は掲載者全員分を希望しない場合は、回答をお願いいたします。 

 

１ 今後のスケジュール 

 区役所 自治会・町内会 

 区連会での周知  

 

 

  

 

   

 

２ 令和５年度の名簿の提供及び令和４年度の名簿の返却について 

令和５年度の名簿は令和６年３月上旬までに自治会町内会あてに郵送します。 

また、令和４年度の名簿につきましては、同封をさせていただくレターパックに入れて、 

すみやかにご返却をお願いします。 

 

３ 訪問時に活用する啓発物品（携帯トイレパックと啓発チラシ）の提供方法について 

平常時の顔のみえる関係づくりや要援護者の把握の取組を推進して頂くことを目的に、区

から啓発物品等の提供を行います。名簿と同封して各自治会町内会長宛に送付する予定です。 
昨年度は新規掲載者分を提供しておりましたが、今年度は原則として名簿掲載者全員分を

提供します。新規掲載者分のみ希望する又は全員分を希望しない場合のみ、２月 15日（木）

までに回答書(別紙)にてお申し出ください。 
※協定を締結していない自治会町内会にも、10個提供します。 

                      
 

 

４ 要援護者への同意確認方法について（12月中旬発送済、１月５日返送期限） 

（１）同意方式で協定を締結している地区（裏面資料１） 

今年度新たに対象となった方及び過去に同意のなかった方に確認書を送付しました。 

（２）情報共有方式で協定を締結している地区（裏面資料２） 

今年度新たに対象となった方に確認書を送付しました。 

区 連 会 １ 月 定 例 会 説 明 資 料 
令 和 ６ 年 １ 月 2 2 日 

高 齢 ・ 障 害 支 援 課 

令和５年度名簿・ﾄｲﾚﾊﾟｯｸの提供（郵送） 

令和４年度名簿の返却（郵送） 
令和６年 
４月下旬 

令和６年 
３月上旬 

令和６年 
１月下旬～
２月上旬 

ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ必要数確認 

ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ不要の回答（FAX又は郵送） 

<トイレパックとチラシのセット> 



■ 同意方式で協定を締結している地区（資料１） 

☆同意方式とは…名簿提供について「同意した対象者」の名簿を提供する方式です。 

・連合町内会 

 綱島地区連合自治会、大曽根自治会連合会、樽町連合町内会、師岡地区連合町内会 

   大倉山地区連合町内会、城郷地区連合町内会、新羽町連合町内会、新吉田連合町内会 

   新吉田あすなろ連合町内会 

・単位町内会 

 【日吉地区】日吉本町東町会、日吉本町西町会、日吉町自治会、日吉町宮前自治会、 

下田町自治会、サンヴァリエ日吉自治会、コンフォール南日吉自治会、 

箕輪町町内会、日吉第７コーポ自治会、日吉第三コーポ自治会 

 【菊名地区】菊名北町町内会、錦が丘町内会、ふじ町内会、大倉山ハイム町内会 

      大倉山喜久和会、表谷町内会、大豆戸町内会   

 【篠原地区】菊名南町自治会、篠原西町自治会、仲手原自治会、篠原台町自治会、 

 【高田地区】高田西原自治会、高田町内会 

【大曽根地区】大曽根睦会 

【大倉山地区】エクステ大倉山管理組合防災委員会 

 

■ 情報共有方式で協定を締結している地区（資料２） 

  ☆情報共有方式とは…名簿提供について「対象者のうち、拒否の意思表示した方を除いた」 

名簿を提供する方式です。 

・単位町内会 

 【日吉地区】日吉台町内会、常盤会自治会 

【菊名地区】泉ヶ丘町内会 

 【篠原地区】仲手原南自治会、篠原東自治会 

 【高田地区】高田町住宅自治会、高田町住宅親交会、高田東町会、高田町親和会、 

高田中央町内会、自治会しらさか 

【樽町地区】パークシティ綱島自治会 

 

５ 名簿の提供に係る個人情報の取り扱いについて 

  情報取扱者は必ず年に１回個人情報保護に関する研修を受講していただくことになって

います。平成 29年度にお渡ししました研修用 DVDを回覧していただくか、港北区ホームペ

ージにて掲載の資料を閲覧していただく等により、研修を実施していただくようお願いいた

します。ホームページの検索は、こちらのキーワードをお使いください。 

 

 

 

 

 

担当 港北区高齢・障害支援課 

冨田、浜崎、赤坂  

      電話 045-540-2317 

    FAX  045-540-2396 

検 索 港北区 要援護 



別紙 

FAX  ０４５－５４０-２３９６  

 

回答書 

※新規名簿掲載者分のみ希望する又は全員分を希望しない場合のみ、ご回答ください。 

 

令和 ６ 年  月  日 

 

所在地                    

団体名                    

 会長名                    

   連絡先（電話）                

 

令和５年度 災害時要援護者支援事業にかかる訪問時に活用する啓発物品（携帯

トイレパック及び啓発チラシ）を、新規名簿掲載者分のみ希望する又は全員分を 

希望しないため、以下のとおり回答します。 

 

□  新規名簿掲載者分のみ啓発物品を希望します。 

 

□    全員分の啓発物品を希望しません。 

 

※ 上記のどちらかにチェックをしてご返信ください。 

※ 回答がない場合は、名簿掲載者全員分をお送りいたします。 

 

【担当】   

港北区役所 高齢・障害支援課  

高齢・障害係 冨田、浜崎、赤坂   

〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町 26-１  

電話  ０４５－５４０-２３１７    

FAX  ０４５－５４０-２３９６    

 

回答期限 令和６年２月 15 日(木)（ＦＡＸ又は郵送にてご回答ください） 



開 設 期 間 会 場 所 在 地 時 間 

令和６年 

２月 16 日（金） 

～ ３月 15 日（金） 

※ 土、日及び祝日を除きます。（注） 

神奈川税務署 
港北区 

大豆戸町 528 番 5 

【受付】 
午前８時 30 分から午後４時まで 

【相談】 
午前９時 15 分から午後５時まで 

（注）ただし、２月 25 日の日曜日は開場します。 

〇 混雑回避のために「入場整理券」を配付します。 

〇 入場整理券の配付状況に応じて、受付を早く締め切る場合があります。 

〇 入場整理券は、当日、会場で配付するほか、LINE による事前発行で入手することが可能です。 

是非、LINE による事前発行をご利用ください。 

〇 税務署の駐車場は狭いので、お車での来場はご遠慮ください。

〇 必要な書類等は国税庁ウェブサイト内の「神奈川税務署」案内ページを確認してください。

 

【問合せ先】 
〒222‐8550 港北区大豆戸町 528 番 5 ℡ 045（544）0141（代表） 
※ 個人課税第１部門（音声案内に従い番号「２」を選択してください。）

神 奈 川 税 務 署 か ら の お 知 ら せ
確定申告は e-Tax が便利！ 

会場に並ばずに自宅から申告が可能！ 
スマホでも作成できます！

確定申告
スマホで

動画で見る確定申告 

申告方法は動画
でもご案内 

申告書作成会場の開設について
〜 原 則 、 ス マ ホ で 申 告 書 を 作 成 し て い た だ き ま す 〜 

友だち追加は
こちらから︕

オンラインで事前発行

LINE アプリで国税庁の公式 LINE 

アカウントを友だち追加してください。

神奈川税務署 
案内ページ 

e ｰ Tax の５つのメリット！

掲出希望期限︓令和６年３月 15 日（金）まで 







〔  　　　　　　　〕消費生活相談電話

横浜市消費生活総合センター

045-845-6666 平　日　9：00 ～ 18：00
土・日　9：00 ～ 16：45

相談事例など暮らしに役立つ情報満載！

 注文前の大事なポイント⚠
□ トラブルに備えて、証拠として最終

　 画面のスクリーンショットを残そう！

□ 購入を焦らせる広告は要注意！！

✓

✓

消 情費 報生 活

くくららししナビナビnavi 発行：横浜市消費生活総合センター
“お互いに 一声かけて見守りを！”

月次相談リポート

お得にお試し、気軽に注文お得にお試し、気軽に注文
ちょっと待って、定期購入かも？！ちょっと待って、定期購入かも？！

令和６（2024）年　２月号

　SNSの広告をみて「初回お試し980円」の美容液を購入し、

商品到着後に定期購入だとわかった。「２回目以降は解約し

たい」と伝えたら、定価の差額分として高額な請求があった！

　“1回限り、お得にお試し”  のつもりで注文したのに、
実際は定期購入だった…という相談が多い状況です。

　通信販売の定期購入では、注文時の最終画面で「最低購

入回数・総支払額・解約方法」が表示されます。

注文を確定する前に必ず確認しましょう！









『横浜市水道局  不審者』で検索

水道局関係者を装った

不審な訪問や電話、メールに

ご注意ください



　水道局の職員や委託事業者などの水道局関係者を装い、 
  水道局から指示や依頼を受けていると言って、ご自宅へ 
  訪問する不審者や、不審な電話、不審なメールが送られて 
  きたという情報が多数寄せられています。

    不審な電話の後、水質検査をすると訪問があり、検査後に
　　「水質が良くない」と言われ、水道管の洗浄を勧められた
　　ため洗浄をしてもらったところ、高額な請求をされた事例
　　も発生しています。

　何か不審な点がある場合には、家の中に入れたり、
　すぐに契約や金銭の支払い等はせず、
　水道局お客さまサービスセンターへご連絡ください。
　不審なメールが届いた場合には、メールを開かずに
　削除してください。







横浜市消防局長　平中　隆

行政区別火災件数
令和５年 令和４年 増△減 区＼年別 令和５年 令和４年 増△減

54      52      2 金 沢 38      21      17      

43      41      2 港 北 75      61      14      

38      34      4 緑 26      32      △6 

88      53      35      青 葉 38      32      6 

47      28      19      都 筑 34      28      6 

26      38      △12 戸 塚 49      63      △14 

31      36      △5 栄 18      20      △2 

46      40      6 泉 30      21      9 

22      24      △2 瀬 谷 30      15      15      

(各表の令和５年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。)

令和６年１月１日

令和５年

733 

439 

- 

12 

204 

67 

- 

156 

1 

- 

9,214 

2 

死 者 ( 人 )

88 

- 

15 

14 

放 火 自 殺

2 

48 

増△減

94 

23 

焼 死 等

焼 損 床 面 積 ( ㎡ )

船 舶 火 災

- 

火 災 件 数

航 空 機 火 災

そ の 他 の 火 災

令和４年

林 野 火 災

建 物 火 災

車 両 火 災

88 

- 

- 

区分＼年別

△1 

639 

2 

4,721 

14 

416 

22 

4,493 

1 

21 

29 

た ば こ 126 104 22 

主 な 原 因

1 

こ ん ろ 81 68 13 

117 負 傷 者 ( 人 )

放 火 （ 疑 い 含 む ） 115 93 

磯 子

火 災 概 況

中

南

港 南

保 土 ケ 谷

区＼年別

鶴 見

神 奈 川

西

　令和５年中の本市の火災概況（速報）がまとまりましたので、ご報告いたします。

旭

配 線 器 具 41 33 8 

電 気 機 器 72 

2 

71 

01171139
テキストボックス
区連会１月定例会説明資料令和 ６ 年 １ 月 22 日港北消防署総務・予防課



件 数
構成比率
（ ％ ）

件 数
構成比率
（ ％ ）

254,636 100.0% 244,086 100.0% 10,550 4.3%

181,887 71.4% 174,178 71.4% 7,709 4.4%

44,754 17.6% 42,786 17.5% 1,968 4.6%

9,134 3.6% 8,987 3.7% 147 1.6%

18,861 7.4% 18,135 7.4% 726 4.0%

（構成比率は少数第２位を四捨五入しているため、表中の合計が100.0%にならない場合があります。）

29 4.3%

行政区別救急発生件数

区＼年別 令和５年 令和４年 増△減 区＼年別 令和５年 令和４年 増△減

鶴 見 19,146 18,193 953 港 北 20,266 19,614 652

神 奈 川 15,680 15,247 433 緑 11,542 10,745 797

西 10,749 10,039 710 青 葉 15,056 15,001 55

中 18,761 17,591 1,170 都 筑 11,176 10,453 723

南 15,877 15,269 608 戸 塚 18,554 17,855 699

港 南 15,465 14,484 981 栄 8,019 7,698 321

保土ケ谷 13,805 13,354 451 泉 9,991 10,042 △ 51

旭 16,502 16,039 463 瀬 谷 8,619 8,378 241

磯 子 11,869 11,184 685 市 外 43 51 △ 8

金 沢 13,516 12,849 667
（令和５年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。）

交 通 事 故

増 減 比

令和４年令和５年

そ の 他

市民の救急自動車利用状況

救　　　　急　　　　概　　　　況

救 急 出 場 件 数

急 病

一 般 負 傷

増 △ 減

２分９秒に１回２分４秒に１回

区　分＼年　別

698 669

出場率（何分何秒に１回）

１日当たりの出場件数

（人口については令和５年12月１日推計値（政策局総務部統計情報課資料）による。）

　15人に１人が利用 15人に１人が利用



令和６年 1月 1日 

関 係 各 位 

 
 令和５年中の港北区の火災・救急状況（速報）がまとまりましたので、ご報告い

たします。 

横浜市港北消防署長 木村 正夫 

■港北区内火災状況

区 分 ／ 年 別 令和５年 令和４年 増△減 

火 災 件 数 75件 61件 14件 

火

災

種

別 

建 物 火 災 41件 41件 0件 

林 野 火 災 0件 0件 0件 

車 両 火 災 7件 7件 0件 

船 舶 火 災 0件 0件 0件 

その他の火災 27件 13件 14件 

焼 損 床 面 積 578㎡ 350㎡ 228㎡ 

死 者 3人 3人 0人 

負 傷 者 10人 6人 4人 

主

な

原

因 

放火(疑い含む) 14件 4件 10件 

たばこ 12件 9件 3件 

こんろ 10 6件 4件 

電気機器 9件 10件 △1件

配線器具 5件 5件 0件 

■港北区内救急状況

区 分 ／ 年 別 令和５年 令和４年 増△減 

出 場 件 数 20,266件 19,614 件 652件 

事

故

種

別 

急 病 14,586件 14,108件 478件 

一 般 負 傷 637件 664件 △27件

交 通 事 故 3,449件 3,352件 97件 

そ の 他 1,594件 1,490件 104件 

1 日当たりの出場件数 55.4件 53.7 件 1.7件 

出場率（何分何秒に 1回） 
25 分 59 秒に 1

回 

26分 47秒に 1回 

区民の救急自動車利用状況 
18人に1人が利

用 

18 人に 1 人が利

用 

《注意》 

＊ 令和５年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。 

＊ 人口については、令和５年 12月 1日推計値（総務局総務部総務課統計係資料 

による） 



令和6年 令和5年 増△減 令和6年 令和5年 増△減

3 2 1 25 34 △ 9

3 1 2 15 24 △ 9

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 3 △ 2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 △ 1 9 7 2

0 0 0 242 587 △ 345

1 0 1 2 1 1

焼 死 等 1 0 1 焼 死 等 2 1 1

放 火 自 殺 0 0 0 放 火 自 殺 0 0 0

0 0 0 4 5 △ 1

令和6年 令和5年 増△減 令和6年 令和5年 増△減

1 1 0 1 1 6 5 1

2 1 0 1 2 3 8 △ 5

3 0 0 0 3 3 0 3

4 0 0 0 4 1 0 1

5 0 0 0 5 1 1 0

3 令和6年 令和5年 増△減

1 25 34 △ 9

0 3 2 1

0 1 3 △ 2

1 1 1 0

1 1 3 △ 2

0 0 1 △ 1

0 3 0 3

0 1 0 1

0 2 5 △ 3

0 1 0 1

0 4 3 1

0 3 2 1

0 1 2 △ 1

0 0 2 △ 2

1 2 △ 1

1 3 △ 2

3 0 1 △ 1

1 1 2 △ 1

0 1 2 △ 1

0

1

1

0

0

区連会議

令和6年1月22日

大倉山地区連合町会

灯火

日吉地区連合町内会

綱島地区連合自治会

大曽根自治連合会

樽町連合町内会

中

たばこ

たばこ

焼損床面積

灯火

放火（疑い含む）

負 傷 者

年別 年別

死 者

主 な 出 火 原 因

件　　数件　　数

船 舶

火
災
種
別

火災情報

火　災　発　生　状　況
年　　別

港　　北　　区　　内

年　　別

横　　浜　　市　　内
令和6年1月16日(火)現在

火　災　発　生　状　況

港 北 消 防 署

南

港南

保土ケ谷

港北

金沢

瀬谷

栄

泉

都筑

戸塚

青葉

※本年数値は速報値であり、確定値ではありません。

建 物

林 野

そ の 他

車 両

航 空 機

第四分団

合　　計

師岡地区連合町内会

菊名地区連合町内会

港北区連合町内会別火災発生状況

篠原地区連合自治会

主 な 出 火 原 因

火
災
種
別

建 物

林 野

損
害

航 空 機

車 両

船 舶

第一分団

第二分団

第三分団

新吉田あすなろ連合町内会

合　　計

城郷地区連合町内会

新羽町連合町内会

その他

消防団分団担当地区別火災発生状況

第六分団

第七分団

第五分団

高田町連合町内会

新吉田連合町内会

そ の 他

損
害

焼損床面積

年　　別

死 者

緑

火あそび

負 傷 者

合　　計

鶴見

ストーブ

行政区別火災発生状況

神奈川

西

旭

磯子



令和6年 令和5年 増△減 令和6年 令和5年 増△減

994 981 13 908 948 △ 40

734 718 16 835 747 88

161 187 △ 26 471 452 19

25 18 7 861 879 △ 18

74 58 16 751 855 △ 104

825 785 40

672 642 30

令和6年 令和5年 増△減 908 815 93

12,648 12,440 208 591 569 22

9,413 9,280 133 708 682 26

2,113 2,094 19 994 981 13

337 329 8 557 552 5

785 737 48 805 730 75

520 522 △ 2

896 905 △ 9

410 407 3

508 536 △ 28

427 429 △ 2

1 4 △ 3

保土ケ谷

中

西

行政区別救急状況
年　　別

港南

神奈川

救急情報
港北区内救急状況

年　　別

※本年数値は速報値であり、確定値ではありません。

磯子

緑

青葉

令和6年1月16日(火)現在

南

鶴見

都筑

瀬谷

市外

戸塚

栄

泉

金沢急 病

港北

旭

一 般 負 傷

交 通 事 故

件　　数

そ の 他

横浜市内救急状況
年　　別

件　　数

急 病

交 通 事 故

そ の 他

一 般 負 傷

2023年度全国統一防火標語
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